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「生産活動拡大支援事業」に係る所要額調査について（依頼） 

 
 本市障害福祉施策に日頃から御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
 さて、標記事業につきまして、厚生労働省から国の令和 3 年度補正予算案に係る所要額

調査について依頼がありました。 
 ついては、当該事業の活用を希望される事業所におかれましては、別添要綱（案）を御

確認のうえ、別添「調査票」の提出をお願いいたします。 
 なお、今回は所要額調査になりますので、別途正式に申請書等を提出いただく必要があ

りますので、御了承くださいますようお願い申し上げます。 
 
１ 提出期限と提出方法 
 令和４年１月 11 日（火）１７時（必着） 

別添「調査票」エクセルデータを 40syusien@city.kawasaki.jp あて電子メールで送付 
※期限までに提出がない場合は、該当がないものとして処理します。期限後の申請は一

切受け付けられません。 
 
２ 留意事項 
（１）複数の事業所を運営する法人は、一括して提出してください。 
（２）今回は所要額調査となりますので、別途改めて正式に申請書を提出いただくことに

なります。また、今回の書類の提出をもって、補助が確約されるものではありませ

ん。ただし、今回、提出がなかった事業所については、申請を受け付けることができ

ない可能性があります。 
（３）現段階において、事業所の減収等が確認できる資料を提出する必要はありません

が、申請時においては、決算書や売上帳簿等を提出する必要があります。 
（４）今後事業内容や助成要件等について、変更が生じる可能性がありますので、御留意

ください。 
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